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午前９時２５分開会 

○委員長（上田 倫久） まだ時間は早いんですけれ

ども、皆さんおそろいですので、ただいまより防災

対策調査特別委員会を始めます。 

 昨日も、新型コロナ感染症対策の会議を８時から

行われまして、１０時までですか、しておられます。

本当にこの時期、コロナ対策、コロナに負けるなと、

その勢いで昨日も会議を開いておられました。我が

防災対策は、コロナ対策についてもやっぱり考えて

いかないといけないなというふうに思っておりま

す。 

 委員長の挨拶としまして、この３月２４日、管内

の視察で回ってきましたけれども、そこでは、円山

川右岸堤防亀裂復旧現場及び川裏のり尻補強現場、

ひのそ他地区パラペット工事現場、奈佐川右岸漏水

現地等を見て回りました。この３月末で一応完成予

定をされてるところばっかしでございましたけれ

ども、まだなかなかできてないところもありました。

都市整備部にもお世話になりましたし、いろいろと

この但馬の中、治水治山等いろいろありますけれど

も、きょうはこの事務概要等を聞かせていただきま

して、重々に、闘っていくというか、対策をとって

いきたいなと思っております。以上です。 

 では、新たにかわられてる方もありますので、自

己紹介を行いたいと思います。 

 私は、委員長をさせていただいております上田倫

久でございます。どうぞよろしくお願いします。 

○委員（木谷 敏勝） 副委員長の木谷敏勝です。よ

ろしくお願いします。 

○委員（奥村 忠俊） 委員の奥村です。どうぞよろ

しくお願いします。 

○委員（芦田 竹彦） 同じく委員の芦田でございま

す。よろしくお願いいたします。 

○委員（井上 正治） 委員の井上でございます。よ

ろしくお願いします。 

○委員（伊藤  仁） 伊藤です。どうぞよろしくお

願いします。 

○委員（青山 憲司） 青山です。よろしくお願いし

ます。 

○委員長（上田 倫久） 続きまして、４月１日付の

人事異動で防災対策調査特別委員会所管の当局職

員に異動がありましたので、ここで自己紹介をして

いただきます。 

 では、順番に防災監。 

○防災監（宮田  索） 防災監の宮田です。どうぞ

引き続きよろしくお願いいたします。 

○委員長（上田 倫久） 防災課長さんの原田さん。 

○防災課長（原田 泰三） 防災課長の原田です。引

き続きよろしくお願いいたします。 

○委員長（上田 倫久） コウノトリ共生部の川端さ

ん。 

○コウノトリ共生部長（川端 啓介） コウノトリ共

生部の川端です。この４月の人事異動でコウノトリ

共生部部長を任命されました。当委員会は昨年もお

世話になっておりました。引き続きよろしくお願い

いたします。 

○委員長（上田 倫久） 農林水産課長の柳沢さん。 

○農林水産課長（柳沢 和男） 農林水産課長の柳沢

でございます。この４月の異動で環境経済課のほう

からやってまいりました。この委員会は初めてでご

ざいますので、どうぞよろしくお願いします。 

○委員長（上田 倫久） 農林水産課参事の井垣さん。 

○農林水産課参事（井垣 敬司） おはようございま

す。人事異動によりまして農林水産課に異動いたし

ました井垣と申します。よろしくお願いします。委

員会は引き続きよろしくお願いします。 

○委員長（上田 倫久） 都市整備部参事の河本さん。 

○都市整備部参事（河本 行正） 都市整備部参事の

河本です。肩書のほうが、建設課長というのが取れ

まして、単独でまた当委員会にお世話になります。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（上田 倫久） 建設課長の冨森さん。 

○建設課長（冨森 靖彦） この４月より建設課長と

いうことでお世話になります。冨森です。都市整備

課より異動してまいりました。当委員会は初めての

出席ですので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（上田 倫久） 上下水道部長の米田さん。 

○上下水道部長（米田 眞一） 上下水道部長の米田
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です。ことしは最後の年になります。よろしくお願

いします。 

○委員長（上田 倫久） 下水道課長の石津さん。 

○下水道課長（石津  隆） 下水道課長の石津です。

どうぞ１年よろしくお願いします。 

○委員長（上田 倫久） 下水道課参事兼係長の堀田

さん。 

○下水道課参事（堀田 政司） 下水道課参事の堀田

です。どうぞよろしくお願いします。 

○委員長（上田 倫久） 次に、城崎振興局長、熊毛

さん。 

○城崎振興局長（熊毛 好弘） 城崎振興局長の熊毛

です。引き続きよろしくお願いいたします。 

○委員長（上田 倫久） 地域振興課課長の谷垣さん。 

○城崎振興局地域振興課長（谷垣 一哉） 地域振興

課長の谷垣と申します。引き続きよろしくお願いし

ます。 

○委員長（上田 倫久） 竹野振興局長、瀧下さん。 

○竹野振興局長（瀧下 貴也） 竹野振興局長、瀧下

でございます。よろしくお願いします。 

○委員長（上田 倫久） 地域振興課参事の山根さん。 

○竹野振興局地域振興課参事（山根 哲也） 地域振

興課参事の山根と申します。当委員会、初めてとな

ります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（上田 倫久） 日高振興局長の小谷さん。 

○日高振興局長（小谷 士郎） 小谷士郎です。よろ

しくお願いします。 

○委員長（上田 倫久） 地域振興課課長の中川さん。 

○日高振興局地域振興課長（中川 光典） 地域振興

課の中川です。よろしくお願いします。 

○委員長（上田 倫久） 出石振興局長、村上さん。 

○出石振興局長（村上 忠夫） 出石振興局長を拝命

しました村上です。引き続きよろしくお願いします。 

○委員長（上田 倫久） 地域振興課課長の今井さん。 

○出石振興局地域振興課長（今井 謙二） 地域振興

課長の今井です。４月からです。よろしくお願いし

ます。 

○委員長（上田 倫久） 但東振興局長、羽尻さん。 

○但東振興局長（羽尻 泰広） 但東振興局長の羽尻

です。よろしくお願いします。 

○委員長（上田 倫久） 地域振興課課長の大石さん。 

○但東振興局地域振興課長（大石 英明） 地域振興

課、大石と申します。よろしくお願いします。 

○委員長（上田 倫久） 次は、消防長、桝田さん。 

○消防長（桝田 貴行） 消防長を拝命しました桝田

です。よろしくお願いします。当委員会、初めてで

す。お手やわらかによろしくお願いします。 

○委員長（上田 倫久） 本部参事の金納さん。 

○消防本部参事（金納 広行） 消防本部参事、金納

です。引き続きよろしくお願いします。 

○委員長（上田 倫久） 本部参事の井﨑さん。 

○消防本部参事（井﨑 博之） 消防本部参事、井﨑

博之と申します。本委員会につきましては、この４

月からお世話になります。どうぞよろしくお願いい

たします。 

○委員長（上田 倫久） 委員が７名、そして、当局

が２３名、そして、議会事務局。 

○事務局主査（伊藤八千代） 失礼します。事務局の

伊藤です。引き続きどうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（上田 倫久） ということで、３１名のメ

ンバーでございます。 

 では、自己紹介が終わりましたので、協議事項に

入りたいと思います。 

 現在、常任委員会、特別委員会の会議録を市議会

ホームページで公開しています。つきましては、委

員の皆さん、当局の皆さんにおかれましては、次の

２つの点にご留意お願いします。１つ目は、数字や

年月日について、言い間違いのないように正確にお

願いいたします。２つ目は、個人情報や未確定事項

などについて、不適切な発言がないように慎重に期

してください。 

 では、委員会所管事項の事務概要について。 

 まず、委員会所管事項について、別途資料として

本日、２０２０年度豊岡市事務概要を配付しており

ます。事務概要書に基づき、当局から説明を一通り

受けた後に、各委員から質疑を受けたいと思います

ので、次第に記載の政策調整部、都市整備部、上下
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水道部の順でお願いいたします。 

 それでは、政策調整部防災課よりお願いいたしま

す。 

 どうぞ。 

○防災課長（原田 泰三） それでは、１ページをご

らんください。防災行政無線の更新について説明い

たします。 

 防災行政無線のデジタル化につきましては、現在

のところ、アナログ方式による防災行政無線電波の

使用期限が２０２２年１１月末までとなっており

ます関係などによりまして、２０１８年度から整備

を進めておるところでございます。２０１９年度に

は親局、中継局や屋外拡声子局等の整備を終えてお

りまして、同年の１０月１日からデジタルとアナロ

グの併用運用を開始しております。 

 基本方針ですが、２０２０年１０月末を目途に、

全世帯のデジタル戸別受信機への交換を終えたい

と考えております。 

 概要ですが、２０１９年度末時点で豊岡地域の港

地区、それから、あと、竹野地域、但東地域でおお

むね受信機の交換を終え、当該地域ではデジタル電

波で運用をしております。今年度は、整備最終年度

といたしまして、戸別受信機の交換をさらに進める

ことと、アナログ無線の設備の撤去を行います。工

期は２０２１年２月末までとしております。以上で

ございます。 

○委員長（上田 倫久） 暫時休憩いたします。 

午前９時３６分休憩 

──────────────────── 

午前９時４０分再開 

○委員長（上田 倫久） 再開いたします。 

 申しわけありません。再度、繰り返しになります

けど。はい、どうぞ。 

○防災課長（原田 泰三） １ページをごらんくださ

い。防災行政無線の更新についてご説明します。 

 防災行政無線のデジタル化については、現在のア

ナログ方式による防災行政無線電波の使用期限が

２０２２年１１月末までとなっております関係な

どにより、２０１８年度から整備を進めています。

２０１９年度には親局、中継局や屋外拡声子局等の

整備を終え、同年１０月１日からデジタルとアナロ

グの併用運用を開始しております。 

 基本方針といたしましては、２０２０年１０月末

を目途に、全世帯のデジタル戸別受信機への交換を

終えたいと考えております。 

 概要ですが、２０１９年度末時点で豊岡地域の港

地区、それから竹野地域、それから但東地域でおお

むね受信機の交換を終えておりまして、当該地域で

はデジタル電波で運用しています。今年度は、整備

最終年度として、戸別受信機の交換をさらに進める

ことと、アナログ無線設備の撤去を行います。工期

は２０２１年２月末までとしております。以上でご

ざいます。 

○委員長（上田 倫久） はい、冨森課長。 

○建設課長（冨森 靖彦） 建設課からは、２件につ

いてご説明させていただきます。 

 ２ページをごらんください。まず、雪害対策事業

の推進についてです。 

 現況と課題ですが、除雪機械等の老朽化が進んで

いく中で、受託者所有機械の更新が進まない状況で

あるとともに、作業員の高齢化により、業者の確保

が困難な状況になりつつあります。あわせて、消雪

施設等の老朽化についても対応しなければならな

い状況にもあります。 

 基本方針です。計画的な除雪機械の更新と市保有

機械の増強を行うとともに、兵庫県と連帯いたしま

して、国県市道の効率的な除雪方法等を検討するこ

とや、きめ細かな気象情報を提供することで、待機

回数を減らし、作業員への負担軽減を図ることで、

受託業者の確保を図ります。また、老朽化した消雪

施設の更新を計画的に行い、施設の適正化を図りま

す。 

 概要ですが、今年度につきましては、除雪機械の

更新といたしまして、日高地域に配置しております

除雪ドーザー１台の更新を行います。また、老朽化

しています消雪施設の更新ということで、記載して

おります３カ所において消雪装置の更新などの修

繕を行います。 
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 続きまして、３ページをごらんください。円山川

水系河川整備事業の推進です。先ほど議員の皆様に

は円山川水系河川整備計画の概要版をお渡しして

おります。既にお持ちかと思いますが、再度配付さ

せていただいておりますので、ご参考にしていただ

けたらと思います。 

 まず、現況と課題ですが、現在の河川整備事業に

つきましては、平成２５年に策定されました円山川

河川整備計画に基づき実施されております。あわせ

て、危機管理型ハード対策として、堤防裏法尻の補

強なども実施をされている状況です。 

 基本方針といたしましては、事業推進を図るため、

国、県並びに関係機関との連携を一層強化し、用地

買収の協力や地元調整に最大限の支援をしていく

こととあわせまして、事業の早期完了を目指し、積

極的に国や与党政党等への要望活動を行います。 

 概要です。概要につきましては、先ほどお配りし

ました概要版の４ページに大まかな位置図がつい

ておりますので、それを見ていただけたらと思いま

す。まず、概要といたしまして、現在の事業の進捗

状況についてご説明させていただきます。無堤防地

区の解消についてです。ひのそ他地区につきまして

は、この３月にも当委員会で現場視察を行っていた

だきました。現在、宮代川樋門の上屋、それから来

日橋のかけかえ工事が進められております。既に奈

佐小橋から結和橋の上流までの区間につきまして

は、平成１６年、台風２３号水位の高さまでパラペ

ットが完成をしております。次に、鶴岡・日置地区

についてです。日置地区につきましては、堤防工事

が継続されるとともに、市道の向日置橋の架け替え

工事が予定をされております。鶴岡につきましては、

引き続き用地買収を継続して実施される予定です。

次に、中郷遊水地の整備ですが、下池につきまして

は、昨年度に工事が着手いたしまして、引き続き掘

削、築堤工事が実施されております。上池につきま

しても、用地買収を現在継続して実施をされている

というふうにお聞きしております。最後に、危機管

理型ハード対策の堤防裏法尻補強工事につきまし

ては、今年度、出石川の堤防裏法尻を中心に工事を

される予定となっており、事業としては最終年度と

聞いております。 

 円山川水系につきましては以上ですが、先ほどま

たお手元のほうに防災対策調査特別委員会資料と

いうことでつけさせていただいております。これに

つきましては、円山川以外の県の管理河川、六方川、

穴見川、竹野川についての今年度工事の予定箇所、

これを１ページ目に示しております。それから、あ

わせて、２ページ目につきましては、砂防事業、そ

れから、３ページ目につきましては、急傾斜事業と

いうことで、現段階での兵庫県の事業予定箇所の一

覧を記載しておりますので、ご清覧していただけた

らと思います。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（上田 倫久） 次に、下水道課、石津さん。 

○下水道課長（石津  隆） 下水道課の事務概要に

ついて説明をいたします。 

 ４ページの雨水整備事業でございます。継続事業

でございます。 

 現況と課題、雨水整備は、雨水幹線３９．４キロ

メートルの計画に対し、約１５キロメートルの整備

を終え、現在の整備率は３８％となっています。今

後もさらに水に強いまちづくりに向け、取り組みを

推進してまいりたいと考えています。 

 ２０２０年度の事業概要です。お手元に下水道課

説明資料としまして、Ａ４の位置図を配付しており

ますので、参考にごらんいただきたいと思います。

１つ目の福田排水区ですが、こちらは山田川流域内

水対策事業にあわせて、雨水幹線の整備を行うもの

です。２０１８年度に用地測量、詳細設計業務を完

了し、昨年は地元地区や農会と施工事業や工事用通

路の使用承諾などの調整をしてまいりました。本年

度からは水路の工事に着手し、約３カ年で総延長、

約１，０００メーターの整備を完了する予定として

おります。２０２０年度は、下流側の約２６０メー

ターの工事を施工する予定としております。続きま

して、２つ目は、三江排水区でございます。こちら

は、豊岡市市街地東部の三江排水区におきます浸水

対策事業として、三江四号雨水幹線の未整備部分、
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約１９０メーターを整備するものでございます。平

成１３年度より整備をしておりましたが、一時、境

界確定ができない時期がありまして、２０１８年、

再度、関係者と現地立ち会いを行い、境界の確定作

業を完了することができました。２０１９年度には

事業実施に向けた詳細設計を行うとともに、工事に

必要となります用地についての交渉をしてまいり

ました。本年度は、用地補償の契約と水路整備工事

を実施する予定としております。 

 下水道課の事業概要は以上でございます。 

○委員長（上田 倫久） では、説明は終わりました。

質問等はございませんか。 

 青山委員。 

○委員（青山 憲司） 済みません、今、下水道課の

ほうから説明もございました福田雨水排水区につ

いて、ちょっと確認をさせていただきますが、まず、

奈佐川の、この前、のり裏ですか、から湧水した箇

所をこの前見せていただいたんですけど、あそこの

排水路ですね、今回事業実施箇所というふうになっ

ている、赤い線の一番左側の下の部分なんですけど

も、あそこは何か今後整備される計画はあるのか、

排水路自体がしっかり整備はできてないというか、

空港側から岩井川のほうの、岩井のほうの排水があ

そこに全部集まってくると思うんですけども、あそ

このところのキャパがちょっと小さいように感じ

てまして、この前、去年、平成３０年の７月の豪雨

のときに私、見に行ったんですけども、相当水が家

の脇まで来てるような状況でして、あそこのところ

の排水の状況を見ると、もう少しこの上流側の整備

が必要ではないかなというふうに思ったんですけ

ど、現状の方針をお尋ねをしておきたいと思います。

建設課、それから下水道課、それからコウノトリ共

生部のほうにも、農林水産課のほうにも大変お世話

になってるんですけども、それぞれの関係部署が協

議していただいて、調整はしていただいとると思う

んですけども、少しその水の処理についての不安が

あるもんですから、そこの点だけちょっと方針を教

えていただけますか。 

○委員長（上田 倫久） はい、どうぞ。 

○下水道課長（石津  隆） 下水道課の事業としま

して、幹線水路の整備をする部分は、栃江橋の取り

合い道路から下流側の幹線水路が下水道課で整備

する部分になります。今の堤防下の水路の部分につ

きましても、３面張りの２次製品の水路整備を予定

しております。整備の手法としましては、下流側か

らの整備が原則ですので、３年後の整備時期になろ

うかと思っております。上流側につきましては、地

元からの要望等も聞いております。こちらのほうの

整備につきましては、下水道課では直接はいたしま

せんが、関係部署でまた調整をしたいと思います。

以上です。 

○委員長（上田 倫久） 青山委員。 

○委員（青山 憲司） ありがとうございます。地域

のほうとも調整をしていただいて、一日も早い整備

のほうをお願いしたいと思います。 

 それと、もう１点、福田地番の下陰の住宅団地が

ありますね。ここのところの排水路というんですか、

あそこは建設の所管なんでしょうかね。水路の暗渠

が小さいいうことで、水が、内水がたまってしまう

という地域の人からの声も届いてると思うんです

けども、あそこの整備について、今どういうふうな

状況になってるか教えていただけますか。あれは所

管はどちらなんですか、建設、下水道課になるんで

すかね。 

○委員長（上田 倫久） はい。 

○都市整備部参事（河本 行正） その下陰のところ

の分につきましては、地盤が非常に低いということ

で、常に滞水してまして、地元からご要望がありま

して、しゅんせつを一度しました。一応泥は取った

んですけど、やっぱり標高的に低いということで、

水たまりのほうは解消しないんですけども、洪水時

の通水がよくなるように、暗渠等の清掃はいたして

おります。 

○委員長（上田 倫久） 青山委員。 

○委員（青山 憲司） その暗渠を大きくするという

ふうな依頼というのは出てなかったですか。口径を

大きくするという。あそこの暗渠の口径がちっちゃ

くって、内水というんですか、福田側に水がたまる
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という話だったというふうに記憶してるんですけ

どね。それはないですか。 

○委員長（上田 倫久） はい。 

○都市整備部参事（河本 行正） 実は暗渠もいろい

ろと複数入ってますので、掃除して、前後も水路の

ほうも掃除して、一応様子を見るというふうなこと

でしております。 

○委員（青山 憲司） わかりました。よろしいです。 

○委員長（上田 倫久） ほかにありませんか。 

 どうぞ。 

○委員（伊藤  仁） まず、円山川水系についてお

尋ねをしたいんですけれども、事業期間が平成２５

年からおおむね２０年だというふうに書かれてお

ります。そういった中で、各１から３まであるわけ

ですけれども、目標といいましょうか、予測といい

ましょうか、各項目にわたって、そういう期限が、

目標期限が設定されているなら教えていただきた

いというふうに思います。まず、それから。 

○委員長（上田 倫久） はい、どうぞ。 

○建設課長（冨森 靖彦） 議員おっしゃられるよう

に、事業期間につきましては、平成２５年からおお

むね２０年間ということですので、令和１５年度ぐ

らいまでになると思います。国のほうからは、それ

ぞれの事業につきまして、明確にいつまでというこ

とについては、現段階ではお聞きしておりません。

当然、河川の整備事業ですので、できるだけ早くと

いうことの程度でしか今のところはお聞きしてお

りませんので、そういう回答ということでさせてい

ただきます。以上です。 

○委員（伊藤  仁） わかりました。 

 いいですか。 

○委員長（上田 倫久） 伊藤委員。 

○委員（伊藤  仁） 次に、雪害対策のほうについ

てお聞きしたいんですけれども、現在市の保有台数

はどれぐらいあって、どれぐらい目標に置かれてる

のか、一度にそろえることもできないでしょうし、

そういったこととか、老朽化した消雪施設と、更新

というふうに書いてあるんですけれども、なかなか

新設については難しいと聞きながらも、現在、下宮

のところの国道交差点では今新設設置されようと

してます。今現在工事されてます。そういったこと

で、どういったことで消雪装置がつけれる条件に当

たるのか、その辺、教えていただきたいというふう

に思います。地盤沈下等の関係もございますので、

なかなか消雪装置がつけれないという話を聞く中

で、今現在新設で設置されておられますので、その

あたりのお話を聞かせてください。 

 それと、ことしは、３点目としましては、雪不足

ということで、今回、費用がそんなに出てなかった

ように思うんですけれども、どれぐらいの予算を組

んで、どれぐらい出費といいましょうか、そういっ

たことしの状況もあわせてお聞かせください。以上

です。 

○委員長（上田 倫久） はい、どうぞ。 

○建設課長（冨森 靖彦） 現在、市で保有しており

ます除雪機につきましては、全部で２４台保有して

おります。当然直営で除雪する際に使用するもの、

それから、業者へ貸し出すものということで、さま

ざまあります。当然除雪車につきましても、老朽化

してきますので、一度に更新するのではなく、計画

的に、耐用年数を見ながら、あと、使用の状況、老

朽化の状況を見ながら、計画的に更新をしていきた

いというふうに思っております。 

 あと、消雪装置につきましては、今ある消雪装置

につきましては、基本的には修繕ということで、修

繕であったり、修繕でだめでしたら、当然更新とい

うことも考えております。ただ、新たに消雪という

ことになりますと、当然豊岡市につきましては、以

前から地下水の問題がありますので、市としては、

新たな消雪というのは考えておりません。ただ、県

のほうでもされてる事業があると思いますが、ちょ

っと実際、どこから水をとっておられるのかという

のがわかりませんが、当然河川水ということであれ

ば、地下水に影響ないんで、そういうことでされて

るかもしれないということで、これはちょっと想像

の域を超えませんが、そういう状況です。 

 あと、除雪の費用につきましては、２０１９年度

につきましては、最終的には委託料につきましては、
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約１億３，０００万円、前年度が１億２，０００万

円ということで、若干ふえておるというような状況

になっております。今年度につきましては、昨年度

と比べて、２０１９年度につきましては、２０１８

年度に比べまして、出動日数も少なかったわけです

が、トータル的には除雪費用がふえているというこ

とで、これにつきましては、従来除雪の委託業者に

つきまして、除雪に全く出なかったら費用は発生し

なかったんですけど、２０１９年度からは除雪の事

前準備というんですかね、いろんな除雪ルートの点

検であったり、そういう費用も見る中で、若干費用

がかさんでいる部分や、当然除雪に出なくても凍結

防止のための融雪剤散布というようなことで若干

費用が上がっているというような状況となってお

ります。以上です。 

○委員（伊藤  仁） よろしいです。 

○委員長（上田 倫久） ほかにありませんか。 

 はい。 

○委員（芦田 竹彦） デジタルの行政無線の進捗に

ついて、ちょっと聞かせていただきたいんですけど

も、今、コロナウイルスの影響で、ことしの１０月

をめどに戸別受信機を今年度交換ということにな

ってるんですが、進捗がおくれてるのか、それとも、

ことしの計画が１０月末までにデジタル戸別の受

信機の交換という予定で、今どういう問題とか、そ

ういうのはありませんか、交換してる業者などの間

で。ちょっと聞かせてください。 

○委員長（上田 倫久） 原田課長。 

○防災課長（原田 泰三） 今のご指摘なんですけど

も、一応、例えば港、竹野、但東については、ほぼ

終わってるということですんで、それ以外につきま

しても、今のところ、コロナの関係で具体的に進捗

がおくれているというようなことは聞いてないん

ですけども、実際緊急事態宣言が４月７日に発令さ

れました関係で、こちら側は早くつけたいんですけ

ども、住民の皆さん方が不安になるというようなこ

とも考えられるということで、すぐさま業者さんの

ほうには、具体的には例えばマスクを着用して訪問

してくださいよとか、それから、軽微であれ、せき

や鼻水が出るとかという、そういうような状況の方

というのは、もう作業はしないでくださいねとか、

あと、訪問のときにはもちろん身分証なんかも携帯

してるんですけども、ちょっとご心配があるようで

したら、後日改めて伺いますけども、どうでしょう

かというようなことをお声かけをさせていただい

て、大丈夫ですということでしたら、訪問させても

らうというような、取り組みのほうはさせていただ

いております。その結果、まだ日が浅いので、ちょ

っとその状況によって動きがあるかどうかという

ことは今のところはわかっておりません。 

○委員長（上田 倫久） はい。 

○委員（芦田 竹彦） 今ちょっと聞いて、状況はわ

かりましたけども、市民の皆さんからすれば、もう

緊急事態宣言が解ける、県でやってる５月７日まで

はもうちょっとやめてくれというような声が多い

んちゃうかなということで気になって聞いたんだ

けども、そういうことはなかったか。 

○防災課長（原田 泰三） 具体的にどこの施設があ

いとるやないかみたいな話というのは、よくちまた

ではあるんですけども、具体的にこの戸別受信機の

設置に当たってのそういったちょっと遠慮してく

れというようなご意見は私どものほうは聞いてお

りません。 

○委員（芦田 竹彦） わかりました。結構です。 

○委員長（上田 倫久） ほかにはないでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

○委員（奥村 忠俊） 道路の管理のことでちょっと

聞きたいんですけど、夏にかけて、非常に道路際の

草が生えまして、非常に狭くなってる感じがして、

危ないという声を聞くもんですから、去年も２回ほ

ど電話させていただいたら、非常に早く刈っていた

だいて、よくしていただいて、市民の方が大変喜ん

でおられたんですけれども、この市道管理というこ

と、県道は県道でありますけども、そういった点で、

いわゆる今言いましたように、雑草の関係、この辺

は何か別の計画を立てて、除草いいますんかね、そ

ういったことをするということを計画を立ててや

っておられるのか、あるいは、県道というのは、そ
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れぞれ担当が違って、それぞれがやっているという

ことであるのかどうか、その点を一つ聞かせていた

だきます。 

 それから、もう一つは、前に一般質問したことが

あるんですけども、道路の白線ですね、これがやっ

ぱり車が通るもんですから、どうしても消えやすい

ということがありまして、大変長い距離があります

ので、管理も大変だと思いますけども、そういう道

路を安全なものにするという点での一つの白線と

いうのか、道路の外側のライン、こういったものを

引くというのは、どういうときに直していくという

ことになるのか、その点について説明いただきたい

と思います。 

○委員長（上田 倫久） はい、どうぞ。 

○建設課長（冨森 靖彦） 道路際の除草についてで

すが、当然草が生えることによって、見通しが悪く

なるとかということで、事故が起きてはいけないと

いうふうに考えております。除草につきましては、

道路パトロールも定期的に直営でもやっておりま

すので、状況を見ながら、業者委託をさせていただ

いたり、あと、直営で除草ということも臨機応変に

対応させていただいているというのが現状です。な

かなかパトロールしてますが、見れてない部分であ

るとか、そういう部分につきましては、地元のほう

からご連絡いただければ、できるだけ対応は可能な

限り、対応できる部分については、対応させていた

だけたらというふうには考えております。 

 あと、白線につきましても、当然これも交通安全

施設の一部ですので、消えてしまっておれば、道路

外へのはみ出しであったり、危ない部分があります

ので、これも点検をする中で、予算的には毎年持っ

ておりますので、その予算の範囲の中で、消えてし

まっているところ、幹線道路等で優先しないといけ

ない部分というのもあると思いますが、そういうと

ころを優先で白線を引かせていただいているとい

うのが現状です。以上です。 

○委員長（上田 倫久） 奥村委員。 

○委員（奥村 忠俊） 言われたことは守っておられ

るというのはよく承知はしておりますけども、何せ

範囲が広いでしょう。ですから、なかなか目が行き

届きにくいなというふうに思っておるんです。だか

ら、ほとんど消えてるということについて、ある意

味でやむを得ないというふうには思っておるんで

すけども、やっぱり交通量が多い部分で、いろんな

条件が重なって、消えかかっている白線ですね、道

路、これについては、直接に担当者がそれに当たる

というようなことがあるのか、それから、今の雑草

といいますか、これについても、作業班があったり

してやるということは、一年中やっておられるのか

ですね。それから、国道や、あるいは県道なんかは、

道路管理という点で、草が茂るとか、あるいはライ

ンが消えるというとこら辺についても、それは国や

県が直接しておられるんですか、あるいは市がかわ

ってするということになるのか、その辺はどうでし

ょうか。 

○委員長（上田 倫久） はい。 

○建設課長（冨森 靖彦） 最後の部分の国や県の白

線については、当然それぞれ管理者がおられますの

で、その部分で対応はしておられるはずです。市の

白線につきましては、これにつきましては、業者に

発注いたしまして、白線を引いているというのが現

状です。おっしゃられますように、なかなか隅々ま

で行き渡らないという現状もあります。当然交通量

の多い道路、幹線道路というのは極力確認するよう

にさせていただいて、対応するようには心がけては

おりますので、ご理解願いたいと思います。 

○委員長（上田 倫久） はい。 

○委員（奥村 忠俊） 言われてることはそのとおり

だと思いますけど、何せ広いでしょう。距離も長い

しという点があれば、気がつくけれども、気がつい

た人が直接に担当のところに電話したりするいう

ことはなかなか難しいんですね、これは。ですから、

それぞれ、豊岡市で、あとはそれぞれパトロール車

ありますので、そちらでパトロールしたり、あるい

は、点検をしたりというようなこともしておられる

んですか。そして、もし、見つかれば、市民の方が

見つかれば、どうしたらよろしいんですか、そのと

きは。例えば市のほうに電話をして、ここがこうだ
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からお願いしたいというふうに市民の人が直接言

えば、それに対応するという、そういう形もとって

おられるんですか。 

○委員長（上田 倫久） はい。 

○都市整備部参事（河本 行正） 草刈りに関しまし

ては、市道１，２５０キロの延長ありますので、全

部が対応は、もうそれはとても無理です。定期的に

やってますのが、春から冬までの間につきましては、

カーブで見通しが悪くなりそうなところ、それから、

また、自転車通で生徒さんが通るのにグズッパがば

あっと季節になると出てくるような箇所、そういう

固定的な箇所については、当然対応はその時期にな

ると行ってます。大体、年に２回ぐらい同じところ

を刈るようにしております。その他、おっしゃいま

したように、今の地元から、区長さんからとか、こ

うだとかいう電話いただきましたら、予定を組んで

除草のほうに入っていくというようなことも随時

行っております。どうしたらいいかということなん

ですけど、まず、ご連絡いただきましたら、その辺

は現地を見てさせていただくと。ただ、大半が田ん

ぼとかに面する市道が多いもんですから、農家の方

に自分の田んぼの稲のほうに病害虫が行かんよう

にということで、きれいに刈っていただいてたりと

かしているところが大変多くございます。一般の方

で現状を見られて、これは刈ってくれと言われるご

要望がありましたら、それを聞いて判断して、行け

る限り行くということに対応をしております。以上

でございます。 

○委員長（上田 倫久） 奥村委員。 

○委員（奥村 忠俊） 今言われたとおりしてると思

うんですけどね、そしたら、もし、それに気がつい

たときは、直接どこに電話したらよろしい、市のほ

うに電話すればいい、市民が。一々区長さんに言っ

ていうことじゃなしに、危ないから、気がついたと

きにそのことを、これは何とかしないかんなと、こ

う感じたら、直接市のほうに市民の方が連絡すれば、

調査や、あるいは対応されるという、こういうふう

に理解したらよろしいか、区長通じんやったらだめ

なんか。 

○委員長（上田 倫久） はい、どうぞ。 

○都市整備部参事（河本 行正） 当然どなたでも結

構です。電話いただいたら、現地を確認して対応を

するということです。通常、運転される方でしたら、

国道なら、標識、県道なら県道、標識ありますので、

そこのところは直接道路管理者に言っていただい

たらとは思いますけども、市のほうにお話があった

ら、つなぐことはします。 

○委員（奥村 忠俊） なるほど、全部ね。わかりま

した。 

○委員長（上田 倫久） ほかにありませんか。 

 芦田委員。 

○委員（芦田 竹彦） 雪害対策の件で、概要を見ま

したら、消雪施設の更新等で、城崎町の湯島と駄坂

地区、地内というのがあるんですけども、たしか２

年前に私、一般質問の中でしたところの部分があっ

て、駄坂のところについては、あれ、県道と市道か

いな、何か境目があって、あそこの消雪装置の処遇

という形で、多分水がふいて、地元から要望をもら

って、すぐ、私、現場見に行ったんですけども、す

ぐ対応してもらって、非常にありがたいなと思った

んだけど、あそこの消雪装置の年度は、更新される

ということは、その位置を更新ということなのか、

延長が２２０ということやったら、埋設年度が大体、

あそこの路線、大篠岡から駄坂線って、一緒ぐらい

な年度ちゃうかなと思うんだけども、ことしは駄坂

地区の２２０メーターだけをされて、順次また交換

という予定で考えておられるのか、そこをちょっと、

２２０メーターはどの辺の部分なのか、ちょっと聞

かせてほしい。 

○委員長（上田 倫久） はい。 

○建設課長（冨森 靖彦） 全体計画といたしまして

は、ちょうど県道と市道との交差点から、北向きに

４４５メーターの全体計画を持っております。その

うちの２２０メーターを今年度させていただいて、

次年度、その残りということで、現在は考えており

ます。以上です。 

○委員（芦田 竹彦） 了解しました。だから、全体

では４４０あって、半分は今年度でやるけども、２
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０２１年であと残り半分やるということですね、市

道の分についてはですね。 

○建設課長（冨森 靖彦） そのとおりで、あくまで

市道の分だけということです。 

○委員（芦田 竹彦） わかりました。 

○委員長（上田 倫久） 青山委員。 

○委員（青山 憲司） １点だけ教えてください。市

街地の農業用水路が今農会の皆さんがどんどん減

ってきてるのと、高齢化が進んでいるということで、

農業用水路の整備というんか、点検や清掃が追っつ

かないような状況になってると思うんです。内水対

策という意味では、農業用水路もちょっと手入れを

していかないと、排水能力も落ちてきてますし、実

際には農会のほうでやってもらってはおるんです

けども、なかなか行き届いてないというふうに見受

けられるんで、そういったところは行政のほうで何

らか、水路の整備だとか、あるいは点検、清掃につ

いてやっておられるようなことがあれば、お聞かせ

いただきたいのと、やっぱり農会の手だけではとて

もできないんで、地域の役員さんらが出られて、整

備を、整備というのは清掃したりとか、泥上げをさ

れたりとかいうこともあるんですけども、やっぱり

なかなか高齢化に伴ってできてないというのが実

態ではないかなというふうに思うんですけども、そ

のあたり、どうなんでしょうね、市のほうから年度

を区切っていって、そういった農業用水路の清掃に

入ってもらうということはできないのかなという

ふうに思うんですけども、どうなんでしょうか。 

○委員長（上田 倫久） はい、どうぞ。 

○農林水産課参事（井垣 敬司） 農業用の用水路で

ありましたり、排水路のことをおっしゃっておるん

だと思います。農業用の水路というのがそもそも設

置された目的が、田んぼなり、畑なりに水を供給し

たり、それを排除するために設置されているという

ことで、農家の皆様にまず受益があるというか、農

家の皆様の全体のお力に国の補助金等々を加えて

設置されたというようなものがほとんどではない

かというふうに思っております。なかなか老朽化と

維持管理が十分にできていないということはよく

承知させていただいておりまして、大規模なものに

つきましては、要望等々をいただく中で、国の補助

事業であったり、県の補助事業に該当するようもの

につきましては、地元の皆さんと一緒になって整備

を進めていきたいというふうに考えておるところ

です。また、小規模なものについては、市の単独の

補助制度というものがございまして、事業費で４０

万円以上というふうなことで、地元が主体になって

工事を行っていただいて、その半分以内、２分の１

以内を市のほうで補助をさせていただくというふ

うな制度がございます。さらに、多面的機能支払い

交付金事業という国、県、市でお金を支出する事業

があるんですが、そちらに施設の長寿命化事業とい

うのがございまして、こちらのほうも多くの組織の

皆さんにご活用いただいて、農道であったり、農業

用の水路であったりというようなものを更新して

いただいておるところです。こちらについては、国

が２分の１、県が４分の１、市が４分の１というふ

うなことで、地元のご負担なしでできますので、大

いにご活用いただいておるというふうなことで、た

だ、活動自体は地元で一丸になってやっていただく

というふうな形になっておるところです。土砂の撤

去であったり、草刈りなんかも、今申しました多面

的機能支払い交付金事業の中の、今度、協働の事業

というのがございまして、こちらのほうも大いにご

活用いただいて、農村や農業用施設を保全していた

だいておるところでございます。以上です。 

○委員長（上田 倫久） 青山委員。 

○委員（青山 憲司） ありがとうございます。地域

の中で、そういった内水の対応について、農地の活

用もかなり、大雨が降ったときの、大分農地がある

ことで保水能力があるということで、大分効果があ

ると思うんですけど、その上で農業用排水路、水路

についても、やっぱり見てると、高齢化に伴って、

そういう清掃意欲だとか、農地はどなたかに頼んで

耕作されてるケースがかなりふえてますので、農業

用水路までの整備になると、なかなか農地を持って

おられる方が、今の農業水路の清掃だとか、そうい

ったことまでというのはできてないような状況に
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あると思うんで、ですから、今言われたような内容

も含めて、一度、農会も巻き込んで、一度そういっ

た、とりわけ今の市街地北部のほうについて、市街

地の農地だとか、農業用水路について、ぜひ担当課

のほうで点検をしていただいたり、防災課のほうも

含めて、内水対策について、一度よく見ていただい

て、農会や地元とも協議をしていただいて、農業用

水路、排水路の整備について、ぜひ検討をお願いし

たいなというふうに、これはお願いとして、意見と

して申し上げておきたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

○委員長（上田 倫久） ほかにはありませんか。 

 井上委員。 

○委員（井上 正治） ２点ほどお尋ねしたいと思い

ます。 

 まず、１点目は、雪害対策事業の推進ということ

の中におきまして、現状と課題ということの中に明

記されておりますけども、ここ２年、降雪が非常に

少ないという状況において、そこに指摘してござい

ますけども、除雪機械等の老朽化、あるいは受託者

所有機械の更新ということにおいては進まない、そ

して、作業員の高齢化ということで、業者の確保が

困難な状況になりつつあるという、そういう状況を

課題を把握しながら、どのような対策を考えておら

れるのか、お聞きしたいのと、それで、それぞれ業

者に対しては、出動したら一応出動手当というのが

支払われると思うんですけども、待機的な支払いと

いいますか、どの程度の保障がされているのか、全

く支払われないのであれば、それもなかなか維持し

ていくのが非常に難しい、業者さんが、受託者が、

というような思いがあるんですけども、その辺の現

状と課題の認識、今後どのような形で進めていかれ

るかということについてお尋ねをしておきたいと

思います。 

○委員長（上田 倫久） はい、どうぞ。 

○建設課長（冨森 靖彦） 現状と課題ということで、

業者の確保がということを説明させていただいた

んですけど、そういう意味でも、ここ数年というこ

とですが、基本方針の中でも示してますように、で

きるだけ待機回数を減らす、以前は注意報等の気象

情報を提供することがなく、業者のほうに待機をし

ていただいたということで、そういうことでも、待

機回数が多くなるということによっても、業者の方

の負担というのは当然増していくということにな

りますので、近年につきましては、気象情報を提供

するということで、例えば１５センチ以上の降雪の

予測があれば、待機していただくというようなこと

で、極力待機回数を減らすことによって、業者さん

の負担を減らすということで、何とか業者の確保、

少しでもやっていただけるようなことということ

で、取り組みを進めているというのが状況です。あ

と、先ほども言いました待機につきましては、気象

情報を業者のほうに、そういう会社からメールが行

くようにさせていただいてまして、当然待機をして

いただけば、費用が発生するようにはさせていただ

いております。当然、除雪に出なくても、待機すれ

ば、それなりの費用が出るということで対応してお

りますので、今はそういう状況になっております。

以上です。 

○委員長（上田 倫久） 井上委員。 

○委員（井上 正治） 待機回数を減らす、市の支払

いといいますか、経費出費は減りますわね。ところ

が、従業員を確保されてると、除雪するための従業

員を確保されてるというような業者さんもあるん

ではないかなと思うんですけども、そこにはやっぱ

り人件費が発生してくる。しかし、除雪がなければ、

重機も更新もできないし、次の投資ができない。言

ってみれば、負の連鎖的な部分というのが見えつつ

あるのかと。業者に入るお金は少なくなる。しかし、

実際的にはそれだけ待機時間も少なくなるという

ことは労働条件は緩和はされますわね。とは思うん

ですけども、やはり受託者にしては、ある程度の除

雪機を更新したいのに、除雪がこの２年ほどはほと

んど出とられん、特に町なかだとか、中山間から標

高の低いところはほとんど出ておられないという

状況の中で、この２年間を見れば、私は逆に言った

らもう本当に除雪はできないなというような業者

さんが出てくるんではないかなということも危惧
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するんです、本当に。ようなことがあるんで、何と

かそういう除雪機を購入するのにも少しでも助成

であったりとか、例えば業者を確保するためには、

高齢化をするのであれば、やはり次の方に免許を更

新するための手だてであるとかいうふうなものの

あり方というのもやっぱり行政側からある程度、市

としてあげるということも必要ではないかと思い

ますけども、その辺はどのようにお考えですか。 

○委員長（上田 倫久） 河本参事。 

○都市整備部参事（河本 行正） 実は委託先の業者

さんからもちょっと更新の時期が来てて、古いんだ

けども、新しいのはもう買えないよということのご

相談があったケースも過去あります。そのときには、

前もってこちらもお聞かせ願っとって、準備して、

市のほうの保有をふやすとか、それから、また、リ

ースをふやして投入するとかいうことでしのいで

おります。全般的にはちょっと雪の降雪期のためだ

けに雇われておる方がおるというのは、実態のほう

が把握はしておりませんけども、普通の季節のとき

に、より仕事も小まめに発注して、除雪していただ

いておる業者さんにも行き渡るようにして、公共事

業の投資の中でも、うまく回るようにいうふうなこ

とは配慮しながらやっております。そして、全般的

には、この業種が土建業というのが非常にだんだん

と従事する方が減ってきておるというのも、実は社

会的なところでの根本の問題がありまして、この辺

に関しましては、国や県がまた底上げといいますか、

裾野を広げるためにＰＲをしたりとかいうことを

されてますので、そういうのにはこちらもイベント

があれば乗っかって、協力して、やっていっておる

と。協賛とかをしながら、そういった土木事業全体

の底上げといいますか、裾野を広げるところの活動

のほうも広い意味では、除雪のほうの対策というこ

とでやっております。以上です。 

○委員長（上田 倫久） 井上委員。 

○委員（井上 正治） 雪というのは突然降ってきて、

突然活動しなきゃいけないということになります。

やはり除雪ができなければ、車の往来もできないと

いうことも考えられますので、体制というのはしっ

かりと常に、来年度に向けても、業者さんを確保す

るためにも、除雪を確保するためにも、しっかりと

準備といいますか、そういう体制は怠らないように

しっかりと体制を組んでおいていただけたらとい

うふうに思いますので、大変な労力だと思います。

朝早くから危険な仕事を伴うわけですから、市民も

協力すべきことは協力しながら、やっていかなきゃ

いけないというふうに考えております。その辺の体

制はしっかりとチェックしていただいて、市民のサ

ービスを続けていただきたいというふうに思いま

す。 

 それから、もう１点、ちょっと細かいことなんで

すけども、防災行政無線の、例えば１世帯の中に、

１世帯といいますか、１戸の中に２台設置したい場

合の届けというのとか、その辺の基準というの、以

前聞いたこともあると思うんですけども、２台目を

ぜひ欲しいという場合はどのような形がとられる

んですかね。 

○委員長（上田 倫久） 防災課長、原田さん。 

○防災課長（原田 泰三） そういった場合は、一般

的には購入ということで申し込みをいただいて、受

け取っていただくというパターンがあります。 

○委員長（上田 倫久） 井上委員。 

○委員（井上 正治） 費用的な部分というのは発生

するんですか、それ。 

○防災課長（原田 泰三） ２万円のプラス消費税と

いう形になります。２万２，０００円ということ。 

○委員（井上 正治） ２万２，０００円ということ

ですね。申し込めば可能であるというふうにご理解

したらいいですね。ありがとうございました。 

○委員長（上田 倫久） では、ほかにありませんか。

なし。 

 それでは、ないようですので、事務概要について

は、この程度でとどめておきたいと思います。 

 以上で、当局職員の方は退席いただいて結構です。

ご苦労さまでした。 

 暫時休憩、５分間、とります。 

午前１０時３５分休憩 

──────────────────── 
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午前１０時４０分再開 

○委員長（上田 倫久） 会議を再開いたします。 

 次に、その他のことですが、従来でありますと、

管外行政施設について協議を行うところですが、新

型コロナウイルスの関係で、先般の議運で５月まで

の視察をやめ、それ以降は状況を見て検討するとの

結論となりました。現時点では、前回の委員会にお

きまして、視察日程を７月の７日火曜日から９日、

木の間の１泊２日で実施することで日程を押さえ

ていただいているところでございますが、現時点で

は７月の特別委員会の視察ができるか結論が出せ

ない状況です。行き先について、本日、皆様にご提

案をさせていただく予定でしたが、もう少し先の状

況を見てから相談させていただきたいと思います

が、いかがでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 倫久） 異議なし。では、それだけ

でございますので、あとは。 

 以上をもちまして、本日の防災対策調査特別委員

会を終了いたします。ご苦労さまでございました。 

午前１０時４２分閉会 

──────────────────── 

 


